
平成１６年度決算報告における会計検査院の指摘事項について

「 」本概要は１１月８日に会計検査院長から内閣総理大臣へ 平成１６年度決算検査報告

が報告されたのを受けて掲載するものです。

会計検査院からの指摘事項

１．埋設温水管改修工事に関する件

平成１５年度に施工した埋設温水管改修工事において、仮設工事である山留工事に

未施工分があるとの指摘を受けたものです。

当法人では、指摘に至る過程で平成１７年９月に請負者から5,342,515円の返還を受

け、平成１７年１０月に国庫に返納しました。

２．研究用機械の購入契約に関する件

研究用機械の購入契約に当たり、取り扱える県外の代理店等を競争に参加させてい

なかったと指摘を受けたものです。

指摘を受け、平成１７年度からは調達情報を当法人のホームページにおいても公表

し、県内に限らず幅広く競争参加者を募るよう改善の処置を取りました。

当法人では再発防止のため、担当職員に対して施工管理、監督の知識向上に必要な研

修への参加及び設計コンサルの積極的な活用等の対策を行い再発防止及び厳正な業務執

、 。行に取り組むこととしており 今後とも適正な会計処理に努めていくこととしています

なお 「平成１６年度決算検査報告」での該当部分は以下のとおりです。、

【問い合わせ先】

（独）農業生物資源研究所 財務監査官

電話番号 ０２９－８３８－７０２８




















